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浄化槽の法定検査を受けましょう

よりよい水環境を守るために

浄化槽管理者には、浄化槽の使用にあたり
保守点検、清掃、法定検査の３つの義務があります。

　
浄
化
槽
法
で
は
、
適
正
な
使

用
、
保
守
点
検
、
清
掃
が
行
わ
れ

て
い
る
か
、
き
れ
い
な
水
が
放
流

さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
法
定

検
査
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま

す
。

　
こ
の
検
査
は
、
知
事
が
指
定
し

た
検
査
機
関
で
あ
る
（
公
財
）
鹿

児
島
県
環
境
検
査
セ
ン
タ
ー
の
検

査
員
が
、
事
前
に
ハ
ガ
キ
で
通
知

し
た
検
査
日
に
伺
い
、
現
場
で
の

検
査
と
浄
化
槽
の
放
流
水
を
持
ち

帰
っ
て
水
質
検
査
を
行
い
ま
す

（
契
約
し
て
い
る
保
守
点
検
業
者

が
行
う
保
守
点
検
と
は
別
も
の
で

す
）。

内　容 人間でいえば・・ 自動車でいえば・・

検査料金 単独処理浄化槽 合併処理浄化槽

◎問い合わせ先
　（公財）鹿児島県環境検査センター
　　☎０９９（２２３）３１８５
　県北薩地域振興局衛生・環境課
　　☎０９９６（23）３１６５
　鹿児島県生活排水対策室
　　☎０９９（２８６）３６８５
　役場水道課
　　☎（86）１１１１　内線２１３２

 

 

9 広報ながしま


